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令和6年2月27日(火)                   門外不出     第215号 

 
厳しい寒さも三寒四温、漸く梅花の候となりました。皆様には益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。

また、平素は組合運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。大雪警報が県内全域を対象に 6

年ぶりに出された今月5日、積雪により高速道路や幹線道路等が通行止めとなり、いたる所で大渋滞が

発生し、大変ご苦労された事と推察いたします。都会の脆さを改めて感じました。 

さて、以下に譲渡譲受の件とライドシェアの件をお伝え致します。 

           定年制の無い事業者の譲渡譲受に関して 

 「一般乗用旅客自動車運送事業(1人 1車制個人タクシーに限る)の申請に対する処分に関する処理方

法の一部改正にていて」物流・自動車局長より令和5年12月28日各地方運輸局長宛通達があり、令和

6 年 1 月 24 日より定年制の無い個人タクシー事業者の譲渡ができる年齢が 80 歳未満に延長されまし

た。尚、75歳から 80歳未満での譲渡は、譲受人の資格要件が 60歳以下となります。75歳以上で譲渡

を諦めていた方も間に合いますので総務に相談して下さい。 

地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送に関する制度 

 国土交通省では、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供すること(自

家用車活用事業)を可能とする制度を創設する予定です。 

 コロナ禍(令和元年度～令和4年度)においては、外出が控えられたことにより、タクシー需要が大幅

に減少するとともに、全国のタクシー運転者数も約5万人(タクシー運転者の約17％)が減少しました。

地方・社会・経済活動は徐々に回復し、タクシー需要の減少傾向は、令和2年度には底を打ち、コロナ

禍前の水準に戻りつつありますが、タクシー運転者の減少傾向が回復に転じたのは令和5年度であり、

回復のスピードに差異があったことから、現在、地域、時期、時間帯によってはタクシーが捕まりづら

いなど、需要に供給が追い付かなくなる状況が発生しています。 

 その結果「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」(令和 5年 12月 20日デジタル行財政改革会

議決定)において、タクシー事業者が運送主体となって、地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシ

ーが不足する分の運送サービスを提供すること(道路交通法 78 条第 3 号に基づく制度の創設)が決定さ

れました。 

 今後タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を、道路交通法の「公共の福

祉のためやむを得ない場合」であるとして、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サー

ビスを提供することを可能とする許可を行う予定です。 

 その許可に当たっての基準や取扱について、「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するた

めの地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い」として定めることを検討

しております。 

 組合員におかれましては、優良運転者として、全輸送の徹底、サービス向上に努めるとともに、健康

診断の検診をはじめ、健康管理にも留意して下さい。お客様から「乗って安心、個人タクシー」と言わ

れるように、組合員・役員が一致団結して取り組みましょう。組合員各位のご協力をお願い致します。 

神奈川個人タクシー協同組合 理事長 田邊和男 
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一般報告 

 

1. 新規組合員加入について 

 ① 特例 新規許可    令和6年1月25日付 新規許可 

      なかた ようじ 

(西) 中田 陽二   45 歳    組合員番号     横浜市栄区本郷台5丁目13番9号 

                   三和交通 (株)  横浜営業所 

② 譲渡譲受の認可について 

令和6年2月1日付 譲渡譲受認可が発表されました 

譲渡者 年齢 譲受者 年齢 住所・勤務(出身)会社 

(無所属)鈴木光雄 73 

 いけうち まさひろ 

池内  政太 

 

49 
戸塚区下倉田町1756番地21 

メトロ自動車㈱ 常盤台営業所 

 

2. 組合員事業廃止について 

  (南) 藤倉 修一   57歳         令和6年1月31日付      一般廃業 

 （西）阿部 末男   75歳         令和6年1月31日付      一般廃業 

長い間、神奈川個人タクシー協同組合をご支援頂き有難うございました。いつまでもお元気でお過

ごし下さい。 

 

3. 職員退職について 

  渉外係  泉 裕之          令和6年2月19日付 退職 (病気の為、自己退職) 

 

4. 羽田空港国際線(第三ターミナル)神奈川タクシー乗り場について 

  羽田空港国際線(第三ターミナル)の神奈川タクシー乗り場は、令和 6 年 2 月 1 日(木)より 6 月 30 

日(日)まで、一時休止となりました。この期間は第三ターミナルの神奈川タクシー乗り場には入ら

ないで下さい。第一ターミナルと第二ターミナルの神奈川タクシー乗り場は入れます。(定額運賃)

ご協力宜しくお願い致します。又、再開の時期はお知らせ致します。 

 

5. 3月度及び４月度支部会日程設定の件 

3月度支部会日程(3月の支部会は1日でお願い致します) 

 

 

 

 

 

4月度支部会日程             

 

 

 

  

※開催時期には再度お知らせいたします。 

 

 

  31日(日) 

12:00            南 支部 

14:00    西 支部       北 支部 

16:00    中 支部    東 支部 

  28日(日)  29日(月) 

 13:00 西 支部 12:30 中 支部 

 15:00 北 支部 14:30 南 支部 

16:30 東 支部 
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6. 「個人タクシー利用者感謝キャンペーン」の事業者副賞について 

令和5年度「個人タクシー利用者感謝キヤンペーン」にご協力頂きましてありがとうございました。

(当選者の方には総務課よりご連絡いたします) 

   厳選な抽選の結果、今回のキャンペーンにご協力頂きました事業者の方の中から副賞といたしまし

て、マスター賞(商品券10,000円)が贈られます。 

 利用者(お客様)マスター賞・・・J T B 旅行券   50,000円     15名 

        ふたつ星賞・・・地域の特産品 ① 10,000円相当 20名  

②  5,000円相当 30名  ③ 3,000円相当 50名 

        ひとつ星賞・・・クオカード        (500円) 600名 

 

7. 全個協関東支部 第83回個人タクシー事業講習会開催について 

関東運輸局による個人タクシー認可書の交付式及び講習会 

日時 2024年2月22日(木)13時(受付12時～) 

場所 全国個人タクシー協会 関東支部 

 

8. 令和6年度 県協会長事業者表彰 (永年勤続表彰) 

  1 個人タクシー運転歴      7年以上 

  2 無事故 無違反         7年以上 

  3 その他            マスター功労表彰者 

 永年勤続表彰に該当される方     (西) 藤田 美江 組合員を推薦致します。 

 

9.  期限更新者の運転記録証明の再提出について 

許可期限更新申請書は許可期限満了の 2 ヶ月前までに運輸支局に提出となっており、運転記録証明

書は申請月の 3 ヶ月以内に発行されたものを添付することとなっていますので最大 5 ヶ月は無事故

無違反の記録が把握できません。行政より無事故無違反の把握を求められているため、期限更新完

了事業者の違反等の報告漏れを防ぐため、更新終了後再度運転記録証明書を提出することとなって

おります。 

 

10. (株)神奈川ジー・ワイ商会(GOOD YEAR)より新春キャンペーン 

  今、話題のオールシーズン タイヤを格安でお試し下さい。 

  クラウン用   215/60R16     通常価格 ￥ 98,000   お試し価格 ￥ 77,000 

          215/55R17   通常価格 ￥111,000   お試し価格 ￥ 98,000 

  アルファード  225/60R17   通常価格 ￥123,500   お試し価格 ￥111,000 

  その他、のタイヤ価格はお問合せ下さい。   TEL 045－543－4601 (土屋 課長) 

  ※ 上記の価格は税込み、工賃諸々込みのお値段です。 

  ※ タイヤ試乗会 組合 駐車場  令和6年3月4日(月) PM 13時～16時30分 迄 

オール シーズン タイヤ(グットイヤー)・(ミシュラン) 

   新オールシーズンタイヤは、乗り心地・ロードノイズ・ハンドリング 等、ノーマルタイヤと比

べても、良好です。又、耐久性もかなり良くなっているそうです。 

 

11. 組合員の皆様へ、車の代替えについてのお願いです 

  新車・中古車の入れ替えをお考えの方にお願いです。下取りに出す方や廃車される方、一度組合にお

知らせ下さい。又、中古車をお探しの方は、組合にご相談下さい。 
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12. 寄付の募金をお願いしています 

組合員の皆様から寄付を募集し、神奈川個人タクシー協同組合の組合員からの大きな善意として、

交通遺児のために役立たせたいと考えております。是非寄付のご協賛をお願い致します。 

 

13. メール機能利用による一斉同報発信の登録を募集中 

緊急連絡又は組合情報等、メール機能を利用した一斉同報発信により実施しています。 

携帯電話のメール機能を各携帯電話会社と契約済みの携帯電話をお持ちの方は、下記の専用メール

アドレスに氏名を入力のうえ送信すると登録されます。 

国土交通省からの要請もあり、当組合の登録率 90%以上を目標といたします。宜しくご協力をお願

い致します。 

kk@kanagawakojintaxi.jp 
なお、下図の送信メールアドレスのＱＲコードもご利用下さい。 

※ ＱＲコードはカメラ機能のある携帯電話で読み取りが出来ます。 

※ 携帯電話のメール機能は各携帯電話会社との契約が必要となります。 

 
 

 

 

共済事業部報告 

 

1. 1月度事故報告 

※ 最近の事故の傾向は自過失事故が多く、注意力が散漫になっている様です。もう少し注意をすれば
防げる事故が多いと思います。又、交差点内の事故は、左右確認をしても、フロントガラスのピラー
が死角となり、歩行者や自転車が見えない時が有ります。首を少し前に出して左右確認をすると見
えますので、安全確認の励行をお願い致します。 

 
2. 令和6年3月度ＬＰＧ販売価格について               

 掛売133.1円(121円＋消費税12.1円)   先月より１円値上げ 

 

 

 

  加 害 被 害 自過失 双 方 当 逃 合 計 人 身 

（ ）内の数字は人身 

本年当月発生件数 

(2) 

2 

 

0 

 

7 

(1) 

3 

 

1 

  

13 

 

3 

（ ）内の数字は人身 

前年同月発生件数 

 

0 

 

1 

 

4 

(1) 

1 

 

0 

 

6 

 

1 

前年度と比較 +2   -1   +3   +2  +1 +7 -2 
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3. 健康診断受診結果について                 ※ 診断結果は病院から直接各人宛郵送されます。 

令和6年2月1日(木)・ 2日(金) 9:00～15:30 

組合員      その他      合計 

2月 1日(木)   160名     0名     160名 

2月  2日(金)    120名        0名       120名 

合   計         280名        0名       280名  

 

4.  自動車保険継続のお手続きについて 

自動車保険更新日の1か月前までの契約にご協力をお願い致します。（組合の手数料収入の維持につ

ながります）組合保険窓口もしくはお電話で契約更新の確認をさせていただき、保険料のお支払に

ついては現金一括（保険更新日までにお支払いください）または組合の親睦会制度を利用しての立

替払い（10回分割・一括より選べます）となります。宜しくお願い申し上げます。 

 

5.  自賠責保険の加入について 

営業車の自賠責保険につきまして、是非組合で加入してくださるよう ご協力をお願い致します。(解

約・車両譲渡時なども組合でお手続きが可能です)継続車検時の保険料は32,960 円（現金のみ取扱）

となります。車検証・現在の自賠責証明書を確認致しますので必ず持参して頂き、車検日迄にご加入

ください。なお、窓口にいらっしゃることが難しい場合は 保険係にお電話頂ければ、ご相談に応じ

ます。 宜しくお願い致します。 

 

6. 自家用バイク等自賠責保険のステッカー（標章)交付について 

自家用バイク等の自賠責保険を組合で加入していただく場合、ステッカー（標章）の当日交付がで 

きません。事前にご連絡いただいて保険会社より取り寄せするか、後日郵送のいずれかで対応いた 

します。どちらの場合も1週間程度お時間を頂きます。余裕を持ってご加入下さい。宜しくお願い 

します。 

 

7. 全個連 所得補償制度 加入者カードについて 

全個連の所得補償制度に加入中の方には、加入カードを組合員ファイルにお入れしました。内容を 

必ずご確認願います。 

なお、所得補償・がん補償・疾病入院補償プランに加入している方には、保険料の控除証明書が付 

いております（紛失されても再発行できません）。2024年の確定申告時にご使用ください。 

 

8. 生命保険の新規加入・保険の見直し等 

生命保険の新規加入をお考えの方・保険の見直しをお考えの方、(がん保険・介護保険・入院保険、

等)組合保険係で各保険会社の担当者をご紹介致します。ご相談されたい方、是非一度お越しくださ

い。 

 

9. ドライブレコーダーについて 

  当組合で推奨しているセルスター工業のドライブレコーダーCSD-390HD・CSD-690FHRこの2機種につ

いて、マイクロSDカードを、3ヶ月 ～ 4ヶ月に一度、フォーマット(ゼロ戻し)して下さい。 

フォーマットをしないと、音声(録画を開始します)とブザー音等が出ます。ご自分で出来ない場合

は組合4階にお持ち下さい。対応致します。 

  尚、東京海上日動火災保険(株)のドライブレコーダー付き保険への加入で、ドライブレコーダーの

機械がリースされます。事故等に遭った場合は自動的に保険会社に映像が送信されますので、非常

に使い勝手が良いです。「おすすめです」。 
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外部報告 

 

1.  関東運輸局 

         事前試験 （法令） 

 日 時       令和6年3月5日（火）  14：20～16：00 

 場 所       関東運輸局 横浜第二合同庁舎 

 

2. 神奈川県個人タクシー協会・事業連合会 

            正副会長会議 

 日 時       令和6年3月13日（水）  14：00～ 

 場 所       神奈川県個人タクシー協会 

 

 

 

無線営業部報告 

 

1. 1月度配車状況 

受注数      配車数      不能数      配車率 

   本 年 度       2,906件   1,800件   1,106件     61.9％ 

   昨 年 度    2,704件   1,907件      797件      70.5％ 

 増 減 数        202件    -107件      309件  

      対   比      7.47％      -5.61％    38.77％ 

 

2. 1月度新規契約状況      0件 

 

3. チケット無効報告     2件 

①  契約者名称         株式会社稲富工業 

住    所     横浜市南区東蒔田6-3 

電 話 番 号    045-715-7701 

お客様コード    №。6142-000 

チケット番号    0108230-02・04 

チケット色    グリーン 

摘   要    上記のチケットは2024年2月1日付を以って、紛失いたしましたので御利

用無効をご通知致します。               横浜個人タクシー協同組合 

 

②  契約者名称  太田会計事務所 

住    所     横浜市中区福富町35 第二霜田ビル 

電 話 番 号    045-252-0764 

お客様コード    №184-000 

チケット番号    全て 

チケット色    イエロー 

摘   要    上記のチケットは2024年2月9日付を以って、解約いたしましたので御利

用無効をご通知致します。             神奈川個人タクシー協同組合 
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4. チケット係からのお願い 

① インボイス制度が令和5年10月1日より始まりましたが、領収書を再発行して欲しいとのお客様 

より問い合わせが多く来ています。お客様の降車の際、領収書不要と言われないかぎり、カード決 

済・PayPay決済・BMT決済等、ご自身のインボイス番号の入った領収書をお渡し下さい。再発行は 

組合員様ご自身での対応をお願い致します。又、対応できない場合や組合事務所に依頼された場合 

は郵送等の料金が発生致しますので、後日請求いたします。ご注意下さい。 

 ② 3月の日付のチケットは全て年度末につき、令和6年4月3日(水)までに換金をお願い致します。 

 

5. 無線オペレーターより 

無線機を搭載されている移動局の皆様には、受信状態が良くなく大変ご迷惑をお掛け致しまして申 

し訳ございません。日神電子・西菱電機で調査していますので、もうしばらくお待ちください。 

(2月14日現在) 

 

6. 無線室からの注意事項 

    ○1稼働中の服装について、ワイシャツ・ネクタイで稼動してください。 

    ○2忘れ物のお問い合わせが増えております、お客様が降車の際、確認をお願い致します。 

③複数配車の場合、目的地が同じであれば予め乗務員同士でルート確認をし、スタートして頂けば

料金にあまり差が出ませんので、宜しくお願い致します。 

 

7. お客様から苦情 

タクシー乗り場からご乗車のお客様に対して、横柄な言葉遣いで対応された。また行き先を伝えて

も返事もなし、運転も乱暴で怖かったです。いつもこの乗り場から利用しているので、二度と個人タ

クシーには乗りたくありません。このような苦情が来ましたので、組合員の皆様には優しい接客を

お願い致します。     

 

8. 横浜市立大学附属病院(福浦)より 

福浦市大病院のタクシー乗り場に着けている事業者にお願いです。病院スタッフや患者様からの 

苦情が多く入っています。苦情の多い方は、入構禁止となりますのでご注意下さい。 

 

 

財政部報告 

 

1. 1月分までの賦課金等未納状況   

2月22日(木)14：00時現在 

未納者    46名          6,465,917 円 

 

2. 未納者への督促及び対策について     

 (5ヶ月) (西)佐々木弘紀 

(4ヶ月) (南)池田耕一朗  (南)青木 昇    

(3ヶ月) (中)大久保正恵  (中)齋藤政人   (中)廣田照孝   (西)福家壮一郎      

 (南)輿石富二雄  (東)雨宮基夫   (南)有馬順一   

3ヶ月以上の滞納者に対し、督促の通知を行っております。                                                                                                                                                                                                                                                                            

※ 未納計上猶予及び清算確定している金額 

譲渡者・・3名 廃業者・・4名 病気・ケガ・・1名 合計 8名 576,587 円   
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3. 令和6年1月度 換金チケット枚数・換金額 

        チケット枚数 換金額 １枚当たり｢参考」 

R.6年1月分換金額 7,444 枚 41,540,790 円 5,580 円 

R.5年1月分換金額 6,926 枚 37,462,980 円 5,409 円 

増 減 額 ＋518 枚 ＋4,077,810 円   ＋171円 

 

4. 令和6年1月度 神奈川個人組合員換金チケット枚数・換金額 

 チケット枚数 換金額  １枚当たり｢参考」    

R.6年1月分換金額 6,068 枚 27,721,870 円 4,568 円 

R.5年1月分換金額 5,544 枚 24,836,220 円 4,479 円 

 ＋524 枚 ＋2,885,650 円 ＋89 円 

 

5. 令和6年1月度 カード会社チケット換金実績 

1月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 1,045 枚 7,609,270 円    7,281 円 

クレピコ  (4台) 282 件  1,035,280 円 3,671 円 

B M T     (318台) 11,794 件  34,294,510 円  2,907 円 

 タイムズペイ(40台) 1,025 件  3,054,360 円     2,979 円 

Pay Pay   (304台)  572 件 1,038,660 円  1,815 円 

GO Pay    (104台)  2,757 件  6,436,020 円   2,334 円 

 

6.  令和5年1月度 カード会社チケット換金実績 

1月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 786 枚        5,428,230 円    6,906 円 

クレピコ    (5台) 260 件        934,180 円    3,593 円 

B M T     (322台) 11,248 件        30,427,650 円   2,705 円 

 タイムズペイ(44台) 1,231 件        3,616,371 円     2,937 円 

 Pay Pay   (328台)   632 件        1,125,920 円    1,781 円 

GO Pay     (73台)        1,815 件        4,170,490 円    2,297 円 

 

7. 令和6年1月度神奈川個人発行チケット処理（参考資料） 

神奈川個人（窓口）   4,120 枚 11,928,340 円 2,895 円 

横浜個人 982 枚 9,722,230 円 9,900 円 

川崎個人 22 枚 256,630 円 11,665 円 

川崎第一個人 14 枚 153,320 円       10,951 円 

横須賀個人  4 枚 48,630 円 12,157 円 

浜恊個人 209 枚 1,624,390 円 7,772 円 

県央個人 5 枚 54,200 円 10,840 円 

東京個人  125 枚 1,854,340 円 14,834 円 

その他 15 枚 105,080 円  7,005 円 

 合   計   5,496 枚 25,747,160 円       4,684 円 



 - 9 - 

 

8. 親睦会特別報奨金の支払い及び廃業慰労金の徴収について 

1月 廃業者 

支部  氏 名    
在籍年数 

特別褒賞金 廃業慰労金      計   
年 月 

西 阿部 末男 28 10 100,000 円 627,243 円 727,243 円  

南 藤倉 修一 15 11   50,000 円 434,084 円 484,084 円 

  合 計    150,000 円 1,061,327 円 1,211,327 円 

※1月分の廃業慰労金の徴収額は2,533円となり、3月に請求致します。 

 

9.  帳簿係よりお知らせです 

  令和5年分の所得税納税額を3月4日(月)よりお伝え致します。3階帳簿係までお問合せ下さい。 

又、消費税の納付額は3月25日(月)よりお伝え致します。所得税・消費税の納付は、銀行からの 

振替納税の手続きをしております。 

 ※ 振替日    所得税  令和6年4月23日(火) 

          消費税  令和6年4月30日(火) 

所得税の分割納税を希望される方は3月6日(水)迄にお知らせ下さい。 

尚、消費税の分納はありません。一括納付のみとなります。 

 ※ 例 売上 10月分＋11月分＋12月分＝3ヶ月分 ÷11×0.2＝消費税 

50万 ＋ 50万 ＋ 60万 ＝ 160万 ÷11×0.2＝29,090.9円(100円未満切り捨て) 

◆ 早めのご準備をお願い致します。           ＝29,000円 の消費税となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


